
S Ovation Supporter's Club

会　　員　　種　　別

会　社　名（法人会員の方）

フ　　リ　　ガ　　ナ

氏　名（法人会員の場合、担当者名）

住　　所

生　　年　　月　　日

連　絡　先　電　話　番　号

連　絡　先　Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス

性　別

更新会員
（お名前と変更事項のみ

　ご記入下さい）

【個人会員】 【法人会員】
エスオベーション所属選手を
応援していただける個人の方

エスオベーション所属選手を応援
していただける法人・店舗等の方

6,000円 30,000円

FAX：03-5425-7487

エス オベーション サポーターズクラブに入会します。
個人会員 法人会員

会費：更新会員 2,000円／個人会員 6,000円／法人会員 30,000円
お振込先：みずほ銀行／浜松町支店／普通預金8019681／(株)エスオベーション

1.“息吹”及び主催大会チケットの先行販売

2.“息吹”及び主催大会当日券を前売り価格で販売

4.エスオベーション オリジナルステッカー*

3.エスオベーション オリジナルネックストラップ*

5.各種イベントへの参加

6.大会情報等をメールにて配信

7.法人名・店舗名をサイト等に記載
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【エスオベーション サポーターズクラブ規約】
（名称）第１条　本クラブは、「エスオベーション サポーターズクラブ」（以下「本クラブ」という）と称する。
（事務局）第２条　本クラブの事務局を株式会社エスオベーション内に置く。
（目的）第３条　本クラブは、エスオベーション所属選手を応援・支援することを目的とする。
（活動）第４条　本クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。1.エスオベーション所属選手の応援・支援に関する活動　
　　　　　　　　2.選手ならびに会員同士の親睦に関する活動　3.その他目的達成のために必要な活動
（期間）第５条　本クラブの期間は、平成21年6月30日までとする。
（会員）第６条　本クラブの会員は、本クラブの目的に賛同する個人・法人その他団体とする。
（会費）第７条　1.会費は、更新会員2,000円、個人会員6,000円、法人会員30,000円とする。　2.脱会時の会費の返還は行わない。
（入会・退会）第８条　1.会員は、所定の会費を納入し入会することができる。　
　　　　　　　　　　　2.会員が本規程に違反または本クラブの名誉を傷つけるような行為や他の会員の迷惑となるような行為をした場合、
　　　　　　　　　　　　ならびに会費を滞納した場合は退会させることができる。　
　附則　この規約は、平成20年7月1日より実施する。

*特典グッズは変更される場合もございます。また発送は、ご入金確認後２～３週間後となります。

お申込書送付先

お問い合せ

エスオベーション サポーターズクラブ事務局
〒105-0013 東京都港区浜松町2-5-1石渡ビル2F
tel:03-5425-7486　fax:03-5425-7487
e-mail：supporter@s-ovation.com

下記に必要事項をご記入の上、ＦＡＸもしくは郵送にてご返送いただけますようお願い申し上げます。

〒

男　　女　　　　年　　月　　日(　　歳)

※会員様へのご連絡は、メールにて行いますので、メールアドレスは必ずご記入下さい。
　メールアドレスをお持ちでない方は、ＦＡＸ番号をご記入下さい。
　両方ともご記入されていない方へは、大会情報等のご案内はできませんので、ご注意ください。

有効期限 2009年6月30日

　　　【ご注意】
　当クラブからのご連絡及
びご案内事項は、ＰＣから
のメールもしくはＦＡＸに
て事前に登録された番号へ
お送りいたします。
　郵送及び電話での対応は
承れませんので、ご注意下
さい。

【更新会員】
前期(2007年7月～2008年6月)
入会していた個人の方

2,000円
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